
   ○長崎県市町村職員共済組合職員表彰に関する細則 

 

昭和４４年６月２７日 

細 則 第 ６ 号 

 

改正 

 昭和５３年 ３月３１日細則第１２号 平成１５年 ６月１６日細則第４５号 

 令和 ４年 １月２１日細則第８５号 

 

 （目的） 

第１条 この細則は、長崎県市町村職員共済組合職員就業規則（昭和３７年規則第４号。

以下「就業規則」という。）第４５条の規定に基づき、職員の表彰に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 （表彰の基準） 

第２条 就業規則第４５条第１項第３号に規定する者の勤続年数は３５年以上とする。 

２ 前項に規定する勤続年数の計算は、職員となった日の属する月から前項に掲げる年数

に達した日の属する月までとする。 

３ 休職期間等の勤続年数換算は、休職期間に当該各号に掲げる割合を乗じて得た期間と

する。 

 ⑴ 業務上の負傷、疾病による休職については、休職期間につき１００分の１００ 

 ⑵ 業務外の負傷、疾病による休職については、休職期間につき１００分の５０ 

 ⑶ 停職期間は、勤続年数から除外する。 

 （表彰の決定） 

第３条 事務局長は、職員の中から該当者を厳選の上表彰すべき事由等を記載した内申書

（別記様式）を理事長に内申しなければならない。 

 （表彰の方法） 

第４条 表彰は、理事長が行う。 

２ 表彰は、表彰状のほか記念品を授与して行う。 

 （表彰の時期） 

第５条 就業規則第４５条第１項第１号、第２号及び第４号に掲げる者に対する表彰は随

時行う。 

２ 就業規則第４５条第１項第３号に掲げる者に対する表彰は、毎年５月１日に行う。た

だし、理事長が必要と認めたときは臨時にこれを行うことができる。 

 （その他必要な事項） 

第６条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この細則は、公告の日から施行し、昭和４４年４月１日から適用する。 

 （在職年数についての経過措置） 

２ 第２条第２項に規定する在職年数には、旧市町村職員共済組合法附則第２４項並びに

地方公務員等共済組合法附則第１２条に規定する承継職員及び昭和５２年６月２０日現



在職員である者の在職期間の前に引き続く長崎県町村会又は長崎県町村消防団員公務災

害補償組合若しくは長崎県町村職員退職手当組合の職員の在職期間は、通算するものと

する。 

   附 則（昭和５３年３月３１日細則第１２号） 

 この細則は、公布の日から施行し、昭和５２年６月２０日から適用する。 

   附 則（平成１５年６月１６日細則第４５号） 

 この細則は、平成１５年７月１日から施行する。 

   附 則（令和 ４年 １月２１日細則第８５号） 

 この細則は、令和４年４月１日から施行する。 





別記様式 

 

長崎県市町村職員共済組合職員表彰内申書 

 

職 名  氏 名  履 歴 の 概 要 

 

表彰すべき事由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞罰の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長崎県市町村職員共済組合職員表彰に関する細則第３条の規定により上記の者を、内申いたし

ます。 

 

 

    平成  年  月  日 

 

                     

                       事務局長            □印 

 

 

 長崎県市町村職員共済組合 

  理事長          殿 

 

 

 


